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岩岩手手県県地地震震・・津津波波対対策策アアククシショョンンププロロググララムムのの構構成成  

 

 

 

 

第１章 アクションプログラムの策定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 策定の背景 

 

 

► 近い将来発生する大規模な地震への備え 

► 国の地震防災戦略における 

「地域目標」の位置付け 

► 「自助」「共助」「公助」のレベルアップ

► 現状と課題のギャップの解消 

どうしてプログラムを 

策定するのか？ 

２ 基本的な考え方 

 

 

► 基本理念 

► アクションプログラムの策定 

► 対象地震 

► 減災目標の設定   

► 目標の達成時期  ► 基本的な体系 

どういうプログラムに 

するのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施主体 

 

 

► 県民の役割 

► 地域団体・事業者の役割 

► 行政の役割 

誰がプログラムを 

進めるのか？ 

４ 進行管理 

 

 

► 毎年、達成状況のフォローアップを実施 

► 必要に応じ個別アクションの見直しを実施

進み具合や見直しは 

どうするのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ アクションプログラムの 

基本理念図、体系図 

 

 

 

► 基本理念図 

► 実現のための基本方向及び施策の柱に沿い、

具体的な施策の内容の概略を明示 

プログラムの全体像を 

簡単に知りたい 

 

 

 

第２章 体系ごとの個別アクションの内容 

 

 

 

► 施策の柱ごとに個別アクションを体系的に整理し、個別アクションごとの 

具体的な数値目標、達成時期、担当部局・課室について、一覧表形式で明記 
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第第１１章章  アアククシショョンンププロロググララムムのの策策定定方方針針  
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１１  どどううししててアアククシショョンンププロロググララムムをを策策定定すするるののかか（（策策定定のの背背景景））  
 

（（１１））近近いい将将来来発発生生すするる大大規規模模なな地地震震へへのの対対応応   
①  日本海溝・千島海溝周辺のプレート境界やプレート内部では、約４０年間隔で繰り返

し発生する宮城県沖地震や津波により甚大な被害をもたらした１８９６年の明治三陸

地震津波、１９３３年の昭和三陸地震津波など、マグニチュード７や８クラスの海溝型

地震が多数発生しています。 

②  このような状況を踏まえ、国の地震調査研究推進本部では、三陸沖から房総沖にかけ

ての地震活動に関する評価を実施しており、平成 22 年１月１日現在の公表によります

と、宮城県沖地震については、１０年以内の発生確率が７０％程度、今後３０年以内の

発生確率が９９％と極めて高い発生確率となっております。 

 

（（２２））日日本本海海溝溝・・千千島島海海溝溝周周辺辺海海溝溝型型地地震震のの地地震震防防災災戦戦略略ににおおけけるる「「地地域域目目標標」」策策定定のの要要請請   
①  平成 15 年 7 月から中央防災会議の専門調査会において、日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震の防災対策について検討が進められるとともに、平成 17 年 9 月には「日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策に関する特別措置法」が施行され、被

害の軽減のため、全国的な視点からの総合的な地震防災対策を進めることとされました。 

②  その後、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」の報告を踏まえ、

平成 20 年 12 月の中央防災会議で「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の地震防災戦略」

が決定され、今後 10 年間に達成すべき定量的な減災目標とその具体的な実現方法等が

定められました。 

③  この地震防災戦略においては、地方公共団体に対して、地震防災戦略を踏まえ、数値

的な目標水準、達成時期、対策の内容等を明示する「地域目標」を定めることを要請し

ており、地方公共団体は「地域目標」の設定に努めることとされました。 

 

（（３３））「「自自助助」」「「共共助助」」「「公公助助」」にによよるる取取りり組組みみのの推推進進   
①  災害等の発生に対し、地域の安全を地域が守ることにより県民の被害が軽減されるよ

う、地域において、「県民が自らの身を自らが守る意識の醸成（自助）」、「地域の安

全を地域が守る体制の整備（共助）」、「実効的な防災体制の整備（公助）」のそれぞ

れの分野におけるレベルアップにより、地域の防災力を強化する必要があります。 

②  本県の防災対策については、災害対策基本法に基づき岩手県地域防災計画を策定し、

県、市町村及び防災関係機関が一体となりながら災害予防対策、災害応急対策及び災害

復旧・復興対策に取り組んでいるところですが、その対策を進めるうえでの具体的なア

クションと目標水準を定めながら、より着実に推進しようとするものです。 

 

（（４４））防防災災対対策策のの現現状状とと課課題題ののギギャャッッププのの解解消消   
前述のとおり、岩手県地域防災計画に基づき、総合的な防災対策に取り組んでいると

ころですが、平成 20 年は 6月と 7月の２度にわたる大規模な地震を経験し、現在の防災

対策上の課題も明らかになりました。 

その課題については、個別に検証を進め、順次改善を図っているところですが、課題

に対する具体的な対策の内容と目標をしっかりと定めながら、可能なものからすぐに取

り組むという姿勢の下に、取り組みの実効性をより高め、一刻も早く、近い将来高い確

率で発生する宮城県沖地震などの大規模な地震に備える必要があります。 
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２２  どどうういいううアアククシショョンンププロロググララムムににすするるののかか（（基基本本的的なな考考ええ方方））  
 
 

（（１１））基基本本理理念念   
近い将来極めて高い確率で発生する宮城県沖地震などの大規模な災害に対し、県民が

一体となりながら事前に備えるとともに、災害発生時には関係機関相互の連携の下に迅

速かつ適切な対策を実施し、「被害を最小限にとどめ、安全・安心な暮らしの確保を目

指す」ことを基本理念とします。 

 

（（２２））アアククシショョンンププロロググララムムのの策策定定    
平成 20 年 12 月に中央防災会議で決定した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の地

震防災戦略」の趣旨を踏まえ、本県の「地域目標」について、岩手県として取り組む施

策を整理、体系化し、施策ごとの目標数値を示した「岩手県地震・津波対策アクション

プログラム」を策定し、減災目標の効果的な実現に向け、戦略的かつ集中的な対策を推

進します。 

 

（（３３））対対象象地地震震   
    対象地震は、平成 16 年に「岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調査」で

被害想定を実施している明治三陸地震、昭和三陸地震及び想定宮城県沖連動型地震とし

ます。 

 

（（４４））減減災災目目標標   
被害想定を実施している明治三陸地震、昭和三陸地震及び想定宮城県沖連動型地震の

人的被害・建物被害を、平成２９年度末までに半減することを目標とします。 

【考え方】 

・  今回のアクションプログラムにおけるそれぞれのアクションの実施による減災効

果について、すべて一定の定量化で示すことが出来れば解りやすいと思われますが、

本県で実施している平成 16 年の「岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定

調査」では被害想定が極めて限定的な項目に限られていること及び防災教育の推進、

自主防災組織の充実強化、防災訓練の充実など、減災効果の定量化が困難なアクシ

ョンが多くあることから、それぞれのアクションの数値目標が達成されることによ

り、減災目標で掲げた人的被害・建物被害を半減することができるものとしたもの

です。 

   ※ 被害想定調査について、想定項目を増やすなどして再度やり直すことは、多くの費用

と時間を要するため、本県としては、取り組みが可能な対策を迅速かつ集中的に推進す

ることにより減災効果を図りながら、近い将来高い確率で発生する大規模地震に備えよ

うとするものです。 

・  この目標は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の地震防災戦略の目標（10 年後

の平成２９年度末で死者数を４～５割減、経済被害額を１/４減）を参考としながら、

岩手県としての平成 29 年度末までの到達点を示したものです。 

・  被害想定は、平成 16 年度に実施した「岩手県地震・津波シミュレーション及び被

害想定調査報告書」を基にします。 
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（（５５））目目標標のの達達成成時時期期   
    大規模地震対策の実施及びその効果の発現には、厳しい財政状況の中、ある一定の期

間を要するところでありますが、宮城県沖地震の切迫性から、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震の地震防災戦略の達成目標年次に合わせ、本県の達成時期も平成２９年度末

とします。 

 

 

（（６６））アアククシショョンンププロロググララムムのの体体系系   
 

自助・共助・公助による
地域防災力の強化 
 【予防対策・ソフト】  

地震・津波に強い 
まちづくりの推進

  【予防対策・ハード】 

実現のための基本方向  

機能的な体制の整備 
【応急・復興対策： 

ソフト・ハード】

 

 

 

 

 

 

 

 

施 

策 

の 

柱 

①自らの身を自らが守るという 

意識の醸成（自助） 

②地域の安全を地域が守る 

体制の整備（共助） 

③実効的な防災体制の整備 

（公助）  

①耐震化の推進 

②地震や津波に強い施設づくり

①災害応急体制の整備 

②生活支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

注）ソフト対策：避難行動、防災教育等、人が中心の対策のこと。 

  ハード整備：水門、防潮堤等、構造物によって被害の軽減を図る対策のこと。 
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３３  誰誰がが、、アアククシショョンンププロロググララムムをを進進めめるるののかか（（実実施施主主体体））  
 
○ 発災時の被害を最小限にするためには、「自助」「共助」「公助」のそれぞれの分野に

おける取り組みが重要となります。 

○ そのためには、県、市町村、防災関係機関、企業、町内会や自治会などのコミュニテ

ィ及び県民のあらゆる力を結集しながら、それぞれの役割に基づいて、アクションを積

極的に進めていく必要があり、このアクションプログラムはそうした様々な実施主体を

想定したアクションをまとめているものです。 

    なお、それぞれの実施主体に期待される主な役割は、次のとおりです。 

      県県  民民   
     自らの身は自らが守るという「自助」の考え方に基づく個人及び家族 

    【期待される主な役割】 

・ 防災に関する正しい知識を持つ 

・ 災害時において、自らの地域が持つ危険性などを予め把握しておく 

・ 住宅の耐震化、家具の固定、食料の備蓄など、日頃から災害への備えを行う 

・ 地域の防災訓練に積極的に参加し、対応力の向上に努める 

・ 発災時には、冷静、迅速に防災行動の判断を行う 

      地地域域団団体体・・事事業業者者   
     地域の安全は地域が守るという「共助」の考え方に基づく町内会や自治会などで結

成する自主防災組織、ＮＰＯ、ボランティア及び企業など 

    【期待される主な役割】 

・ 住民相互による助け合いの意識を醸成し、発災時には、お互いに連携しながら、初

期消火、避難誘導及び救護活動などを行う 

・ 企業として、防災計画・事業継続計画（ＢＣＰ）を作成する 

・ 地域の防災訓練に積極的に参加し、対応力の向上に努める 

      行行  政政   
     実効的な防災体制の整備を図るという「公助」の考え方に基づく県、市町村及び防

災関係機関など 

    【期待される主な役割】 

・ 県職員及び市町村職員の災害対応力を強化し、迅速かつ的確な防災対応を展開 

・ 住民に対する防災意識の啓発や高揚を図る 

・ 自主防災組織など地域防災力の向上への取り組みに対する支援 

・ 地震や津波に強い施設整備の促進 

 

４４  アアククシショョンンププロロググララムムのの進進みみ具具合合やや見見直直ししははどどううすするるののかか（（進進行行管管理理））  
 
  ○ 厳しい財政状況の中、ハード面のみならずソフト面からも計画的に施策を実施していく

ことが重要であり、アクションプログラムでは個別アクションごとに目標の達成時期を明

記しておりますので、毎年、その目標に向けての達成状況のフォローアップを行い、着実

かつ継続的な実施を促進していきます。 

  ○ また、取り巻く環境の変化や新たな課題に適合したアクションプログラムを目指します

ので、必要に応じてアクションを見直し、弾力的に対応していきます。 
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岩手県地震・津波対策アクションプログラムの基本理念図

発生が想定される
宮城県沖地震

自助、共助、公助に
よる取組みの推進

防災施策の現状と
課題のギャップ解消

岩手県地震・津波対策アクションプログラム

岩手県地域防災計画

安全・安心な暮らしの確保
被害の最小化

（減災）

なぜプログラムの策定が必要か

自助・共助・公助に
よる
地域防災力の強化
　　　　【予防対策・ソフト】

地震・津波に強い
まちづくりの推進
　　　【予防対策・ハード】

機能的な
　　体制の整備
【応急・復興対策：ソフト・ハード】

【目指す将来像】

【減災目標】

被害想定を実施している明治三陸地震、昭和三陸地震及び想定宮城県沖
連動型地震の人的被害・建物被害を、平成２９年度末までに半減
　※平成16年度に実施した県の被害想定：想定宮城県沖連動型地震の場合
　　　　　　　　＊人的被害　 120～1000人→６０～５００人
　　　　　　　　＊建物被害　1600～4600棟→800～2300棟

具体化し、目標を定め、実行に移す

実現のための基本方向

施
　
策

の

柱

①自らの身を自らが守る
　という意識の醸成（自助）

②地域の安全を地域が
　守る体制の整備（共助）

③実効的な
　防災体制の整備（公助）

①耐震化の推進

②地震や津波に
　　　　　　強い施設づくり

①災害応急体制の整備

②生活支援体制の充実

平成29年度末に目標達成
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　・災害拠点病院等の防災マニュアルの作成、ＤＭＡＴの活動マニュアルの作成、ヘリポートの確保

防災性の高いまちづくりの推進

救急救助、医療体制の整備

津波防災施設の整備
　・海岸保全施設の整備及び機能強化

　・消防本部等の消防施設、設備の整備の促進、消防職員及び消防団の教育訓練の実施

避難地、避難路の整備確保

被災者の生活支援の推進

被災者保健福祉対策の推進

被災者相談窓口の開設

食料、生活必需品等の確保

　・被災者生活再建支援制度等の周知、災害ボランティアの体制整備、中小企業支援対策の推進

緊急輸送体制の整備

　・応急危険度判定実施体制の整備、被災宅地危険度判定実施体制の整備

避難行動への支援
　・迅速な交通規制等の実施、避難住民等の安全確保

　・多言語サポーターに対する防災に関する講習会の実施

　・災害時の健康支援体制整備、こころのケア体制の整備、食品衛生対策リーフレットの作成

　・市町村震災廃棄物処理計画の策定支援、災害廃棄物仮置場所等候補地の確保支援

廃棄物処理体制の整備

危険物等施設における保安の確保
　・石油コンビナートの防災体制の強化、危険物等施設への立入検査の実施

迅速な災害復旧条件体制の整備
　・災害復旧技術職員の育成、地籍調査の実施

被災建築物等の応急危険度判定体制の整備

公共建築物等の耐震化の推進

学校施設の耐震化の推進

【具体的な施策】【実現のための基本方向】 【施策の柱】

地域における被災リスクの認知等に対する支援

県民向け防災関連情報の発信

県民が自ら地震時に命を守る取組の支援

民間建築物の耐震化の推進

消防団の充実強化

市町村の防災力強化への支援

防災関係機関との連携強化

　・消防団員の確保と教育の実施

　・市町村に対する図上訓練の実施及び普及、土砂災害危険箇所の位置等の情報提供

自主防災組織の充実強化

応急給水・応急給電体制の確立

　・緊急輸送道路の整備の促進、橋梁の耐震化

　・総合防災訓練や自衛隊との協同訓練の実施、広域緊急援助隊等訓練の実施

県内に在住する外国人が暮らしやすい地域づくり

　・避難路（漁村、街路）及び避難地（都市公園、漁村）の整備の促進

　・県有、市町村有公共建築物（病院、福祉施設等を含む）の耐震化の促進

　・市町村立小中学校、県立高等学校及び私立学校の耐震化の促進

　・水道施設、農業用施設、岸壁、臨港道路の耐震化の促進

　・土地区画整理事業の促進、急傾斜地崩壊防止対策、地すべり防止対策の推進

　・木造住宅、災害拠点病院、福祉施設等の耐震化の促進

公共構造物の耐震化等の推進

　・自主防災組織防災ワークショップの実施、自主防災組織リーダーの育成

初動体制の強化
　・非常連絡参集訓練、通信通報システムの更新、緊急地震速報通報システムの活用

　・実践的な図上訓練の実施、防災関係機関の訓練への参加、非常通信訓練の実施

　・防災ワークショップ等の開催支援、安全安心促進基本計画の策定支援、土砂災害危険箇所の周知

　・県ホームページ等による情報発信、テレビ及び広報誌などによる情報発信

　・県立防災センターの利用促進、家具類の転倒防止策の普及

県・市町村が実施する実践的防災訓練の充実強化

　・津波による浸水想定区域内事業者の対策支援、ＢＣＰ策定支援、保安教育の実施

　・総合防災訓練や地域における防災訓練の実施と訓練への住民参加

学校における防災教育の推進
　・学校教職員への防災講習会、学校における防災訓練及び防災教育の実施
事業者が実施する防災対策の充実強化

アクションプログラムの施策の体系図

　・県民総合相談窓口の開設、被災者相談窓口の開設

　・応急給水、給電確保のための計画策定など体制の整備

　・備蓄の促進、食料・生活必需品の確保体制の確立

災害対策本部体制の強化

消火体制の整備

災害時要援護者の避難体制の整備
　・災害時要援護者避難支援プログラムの策定の促進、災害時要援護者の避難訓練の実施

　・災害対策本部支援室のマニュアルの整備、訓練の実施、広域応援に対する受援体制の整備

防災訓練の充実強化

自助・共助・公助
による地域防災力
の強化

地震・津波に強い
まちづくりの推進

機能的な体制の
整備

自らの身を
自らが守るとい
う
意識の醸成
（自助）

地域の安全を
地域が守る
体制の整備
（共助）

実効的な
防災体制の整備
（公助）

耐震化の推進

地震や津波に
強い施設づくり

災害応急体制
の整備

生活支援体制
の充実
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第２章 体系ごとの個別アクションの内容 

個個別別アアククシショョンンのの構構成成  
 

１１  自自助助・・共共助助・・公公助助にによよるる地地域域防防災災力力のの強強化化  
１１－－（（１１））  自自ららのの身身をを自自ららがが守守るるとといいうう意意識識のの醸醸成成（（自自助助））  

ア 地域における被災リスクの認知等に対する支援 

イ 県民向け防災関連情報の発信 

ウ 県民が自ら地震時に命を守る取組の支援 

エ 学校における防災教育の推進 

オ 事業者が実施する防災対策の充実強化 

カ 県・市町村が実施する実践的防災訓練の充実強化 

１１－－（（２２））  地地域域のの安安全全をを地地域域がが守守るる体体制制のの整整備備（（共共助助））  
ア 自主防災組織の充実強化 

イ 消防団の充実強化 

ウ 市町村の防災力強化への支援 

エ 防災関係機関との連携強化 

１１－－（（３３））  実実効効的的なな防防災災体体制制のの整整備備（（公公助助））  
ア 防災訓練の充実強化 

イ 初動体制の強化 

ウ 災害対策本部体制の強化 

エ 危険物等施設における保安の確保 

 

２ 地地震震・・津津波波にに強強いいままちちづづくくりりのの推推進進  
２２－－（（１１））  耐耐震震化化のの推推進進  

ア 民間建築物の耐震化の推進 

イ 公共建築物等の耐震化の推進 

ウ 学校施設の耐震化の推進 

エ 公共構造物の耐震化の推進 

２２－－（（２２））  地地震震やや津津波波にに強強いい施施設設づづくくりり  

ア 防災性の高いまちづくりの推進 

イ 避難地、避難路の整備確保 

ウ 津波防災施設の整備 

エ 消火体制の整備 

 

３３  機機能能的的なな体体制制のの整整備備  
３３－－（（１１））  災災害害応応急急体体制制のの整整備備  

ア 災害時要援護者の避難体制の整備 

イ 救急救助、医療体制の整備 

ウ 応急給水・応急給電体制の確立 

エ 食料、生活必需品等の確保 

オ 緊急輸送体制の整備 

カ 被災建築物等の応急危険度判定体制の整備 

キ 迅速な災害復旧条件の整備 

ク 避難行動への支援 

ケ 県内に在住する外国人が暮らしやすい地域づくり 

３３－－（（２２））  生生活活支支援援体体制制のの充充実実  
ア 被災者相談窓口の開設 

イ 被災者の生活支援の推進 

ウ 被災者保健福祉対策の推進 

エ 廃棄物処理体制の整備 
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ウウ
  

県県
民民

がが
自自

らら
地地

震震
時時

にに
命命

をを
守守

るる
取取

組組
のの

支支
援援

  
 

 
 
 

地
震

が
発

生
し

た
場

合
、

県
民

一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
命
を
守
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
、
被
害
の
軽
減

に
つ

な
が

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
平

常
時

か
ら

取
り

組
む

べ
き

家
具

類
転

倒
防
止

策
や

災
害

時
に

必
要

な
対

応
な
ど
に
関
す
る
研
修
や
体
験
の
機
会
を
増
や
し
ま
す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

8
 

災
害

状
況

と
求

め
ら

れ
る

対
応

を
知

る
た

め
の

防
災

セ
ン

タ
ー

の
利

用
促

進
 

岩
手

県
立

防
災

セ
ン

タ
ー

へ
の

来
館

者
数

 
1
1
,5

6
7

人
 

1
3
,5

0
0

人
 

平
成

2
5

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

9
 

家
具

類
転

倒
等

に
よ

る
被

災
の

未
然

防

止
策

の
普

及
強

化
 

防
災

セ
ン

タ
ー

及
び

防
災

指
導

車
に

お
け

る
研

修
や

体
験

者
数

1
7
,3

8
7

人
 

 
 

2
0
,3

0
0

人
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

  

エエ
  

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

防防
災災

教教
育育

のの
推推

進進
  

 
 
 
 

児
童

、
生

徒
の

時
期

か
ら

災
害

に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
適
切
な
行
動
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
防
災

意
識

を
社

会
全

体
に

根
付

か
せ

る
こ

と
に

つ
な

が
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

公
立
学

校
に

お
け

る
防

災
教

育
や

防
災
訓
練
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
0
 

防
災

教
育

の
実

施
 

津
波

の
被

害
が

想
定

さ
れ

る
区

域
を

学
区

と
す

る
小

中
学

校
及

び
津

波
の

被
害

が
想

定
さ

れ
る

県
立

学
校

等
（
以

下
「
特

定
校

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
防

災
教

育
の

実
施

率
 

7
7
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
5

年
度

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

学
校

教
育

室
 

1
1
 

学
校

教
職

員
を

対
象

と
し

た
防

災
講

習

会
の

実
施

に
よ

る
防

災
教

育
の

支
援

 

沿
岸

市
町

村
の

小
中

学
校

の
教

職
員

を
対

象
と

し
た

津
波

防
災

講
習

会
の

開
催

率
（
市

町
村

単
位

）
 

6
7
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
2

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

1
2
 

沿
岸

地
区

小
中

学
校

等
へ

の
出

前
講

座

の
実

施
 

沿
岸

市
町

村
の

小
中

学
校

を
対

象
と

し
た

津
波

防
災

等
に

関
す

る
出

前
講

座
の

開
催

数
 

1
回

以
上

／
年

 
 

 
5

回
以

上
／

年
平

成
2
9

年
度

県
土

整
備

部
 

河
川

課
 

1
3
 

学
校

に
お

け
る

防
災

訓
練

の
実

施
 

学
校

に
お

け
る

地
震

又
は

津
波

に
よ

る
災

害
を

想
定

し
た

防
災

訓
練

の
実

施
率

 
9
1
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
5

年
度

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

学
校

教
育

室
 

1
4
 

地
域

と
連

携
し

た
訓

練
等

の
実

施
 

特
定

校
に

お
い

て
地

域
と

連
携

し
た

訓
練

等
の

防
災

に
係

る
取

組
み

を
行

っ
て

い
る

学
校

の
率

 
3
0
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
5

年
度

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

学
校

教
育

室
 

    

1
13

1
13



第
２
章
 
体
系
ご
と
の
個
別
ア
ク
シ
ョ
ン
の
内
容

 

 

オオ
  

事事
業業

者者
がが

実実
施施

すす
るる

防防
災災

対対
策策

のの
充充

実実
強強

化化
  

 
 
 
 

事
業

所
等

企
業

施
設

が
被

災
し

た
場
合
、
従
業
員
や
顧
客
の
安
全
確
保
と
と
も
に
、
事
業
活
動
の
継
続
と

地
域

防
災

活
動

へ
の

貢
献

も
期

待
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

た
め

、
事

業
所

ご
と
の

防
災

対
策

計
画

や
事

業
継

続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
策
定
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
5
 

津
波

に
よ

る
浸

水
想

定
区

域
内

事
業

者

の
防

災
対

策
の

支
援

 

日
本

海
溝

・
千

島
海

溝
周

辺
海

溝
型

地
震

防
災

対
策

計
画

の
策

定
率

 
9
9
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

1
6
 

事
業

所
等

に
対

す
る

事
業

継
続

計
画

（
B

C
P
）
の

策
定

の
支

援
 

事
業

継
続

計
画

（
Ｂ

Ｃ
Ｐ

）
策

定
促

進
の

た
め

の
研

修
会

の
開

催

回
数

 
3

回
 

 
延

べ
1
2

回
 

平
成

2
3

年
度

商
工

労
働

観
光

部
 

経
営

支
援

課
 

1
7
 

保
安

教
育

の
実

施
 

火
薬

類
・
高

圧
ガ

ス
・
石

油
類

関
係

各
事

業
者

は
、

地
震

等
の

災

害
時

に
事

業
所

が
と

る
べ

き
措

置
な

ど
を

明
確

に
し

、
従

事
者

に

対
し

て
適

切
な

保
安

教
育

を
行

う
回

数
 

1
回

以
上

／
年

 
 

1
回

以
上

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

   

カカ
  

県県
・・

市市
町町

村村
がが

実実
施施

すす
るる

実実
践践

的的
防防

災災
訓訓

練練
のの

充充
実実

強強
化化

  
 

 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

地
域

住
民
自
ら
が
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
迅
速
か
つ
適
切
な
行
動
を

起
こ

す
こ

と
が

重
要

と
な

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
住

民
が

参
加

す
る

こ
と

が
で
き

る
総

合
防

災
訓

練
を

実
施

す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
ご
と
に
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
防
災
訓

練
の

実
施

を
支

援
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
8
 

総
合

防
災

訓
練

に
お

け
る

地
域

住
民

の

参
加

促
進

 

地
域

住
民

等
の

積
極

参
加

を
促

す
た

め
、

土
日

等
の

開
催

を
基

本
と

し
て

実
施

す
る

回
数

 
1

回
／

年
 

 
1

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
9
 

防
災

訓
練

（
市

町
村

）
の

実
施

 
 

 
 

各
市

町
村

に
お

け
る

防
災

訓
練

の
実

施
回

数
1

回
／

年
１

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

2
0
 

津
波

防
災

訓
練

（
市

町
村

）
の

実
施

 
 

 
 

津
波

防
災

訓
練

の
実

施
市

町
村

数
1
2

市
町

村
1
2

市
町

村
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

     

1
14

1
14
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１１
－－

（（
２２

））
  

地地
域域

のの
安安

全全
をを

地地
域域

がが
守守

るる
体体

制制
のの

整整
備備

（（
共共

助助
））

  
 

アア
  

自自
主主

防防
災災

組組
織織

のの
充充

実実
強強

化化
  

 
 
 
 

自
主

防
災

組
織

は
、

「
自

分
た

ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
連
帯
意
識
に
基
づ
く
組
織
と
し

て
、

地
域

ぐ
る

み
の

防
災

力
を

支
え

ま
す

。
そ

の
た

め
、

県
内

全
域

の
自

主
防
災

組
織

率
を

高
め

る
と

と
も

に
、
自
主
的
な
活
動
が
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
自
主
防
災
組
織
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

な
ど

を
支

援
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

2
1
 

自
主

防
災

組
織

率
の

向
上

 
県

内
全

世
帯

数
に

対
し

、
自

主
防

災
組

織
が

そ
の

活
動

範
囲

と

し
て

組
織

さ
れ

て
い

る
地

域
の

世
帯

数
の

割
合

 
6
6
%
 

 
7
5
%

平
成

2
5

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

2
2
 

地
域

の
防

災
意

識
の

向
上

 
防

災
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

を
自

ら
開

催
（
県

が
企

画
支

援
を

し
た

場
合

を
含

む
）
し

た
市

町
村

数
 

1
3

市
町

村
 

 
 

2
2

市
町

村
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

2
3
 

自
主

防
災

組
織

の
育

成
に

対
す

る
支

援
 

市
町

村
が

行
う

防
災

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催

方
法

な
ど

に
関

す

る
講

習
会

の
実

施
 

1
回

／
年

 
 

 
１

回
／

年
平

成
2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

2
4
 

自
主

防
災

組
織

リ
ー

ダ
ー

の
育

成
 

自
主

防
災

組
織

の
リ

ー
ダ

ー
育

成
研

修
会

の
開

催
に

伴
う

受
講

者
数

 
1
1
4

名
 

 
 

2
4
0

名
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

   

イイ
  

消消
防防

団団
のの

充充
実実

強強
化化

  
 

 
 
 

消
防

団
は

、
地

域
に

お
け

る
消

防
防
災
の
中
核
及
び
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

そ
の

た
め

、
若

者
や

女
性

な
ど

の
団

員
の

確
保

や
団

員
へ

の
教

育
訓

練
の

充
実
な

ど
の

取
組

み
を

支
援

し
ま

す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

2
5
 

消
防

団
員

の
確

保
 

 
 

県
内

市
町

村
消

防
団

員
条

例
定

数
に

対
す

る
実

員
数

の
割

合
8
7
%

1
0
0
%
 

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

2
6
 

女
性

の
消

防
団

員
へ

の
入

団
促

進
 

 
 

 
 

県
内

の
女

性
消

防
団

員
数

3
8
6

人
8
0
0

人
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

2
7
 

消
防

団
員

へ
の

教
育

訓
練

の
実

施
 

消
防

に
関

す
る

知
識

・
技

能
の

教
育

訓
練

及
び

自
主

防
災

組
織

の
育

成
・
指

導
の

た
め

教
育

訓
練

の
実

施
人

数
 

1
2
,0

0
0

人
／

年
 

 
1
2
,0

0
0

人
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

   

1
15

1
15
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ウウ
  

市市
町町

村村
のの

防防
災災

力力
強強

化化
へへ

のの
支支

援援
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

迅
速

な
応
急
対
策
を
講
じ
る
た
め
に
は
、
市
町
村
に
お
け
る
高
い
防
災
対
応
力

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

市
町

村
が

実
施

す
る

図
上

訓
練

や
孤

立
化
想

定
地

域
対

策
の

推
進

を
支

援
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
や
土
砂
災
害

危
険

箇
所

の
情

報
提

供
を

促
進

し
ま

す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

2
8
 

図
上

訓
練

の
実

施
 

 
 

図
上

訓
練

を
実

施
し

た
市

町
村

数
－

1
0

市
町

村
 

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

2
9
 

図
上

訓
練

の
企

画
支

援
 

 
 

図
上

訓
練

の
実

施
方

法
に

関
す

る
講

習
会

の
開

催
回

数
－

1
回

以
上

／
年

 
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
0
 

【
再

掲
】
 

地
域

の
防

災
体

制
づ

く
り

に
対

す
る

支
援

 

市
町

村
が

行
う

防
災

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催

方
法

な
ど

に
関

す

る
講

習
会

の
実

施
回

数
 

1
回

／
年

 
 

 
１

回
／

年
平

成
2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
1
 

市
町

村
地

域
防

災
計

画
の

見
直

し
 

 
 

 
 

地
域

防
災

計
画

を
３

年
以

内
に

見
直

し
を

行
っ

た
市

町
村

数
2
4

市
町

村
3
4

市
町

村
平

成
2
3

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
2
 

孤
立

化
想

定
地

域
対

策
の

推
進

 

 
平

成
2
0

年
度

県
実

施
調

査
に

お
い

て
、

固
定

電
話

以
外

の
通

信
手

段
・
ヘ

リ
ポ

ー
ト

（
陸

路
以

外
の

移
動

手
段

）
が

整
っ

て
い

な

い
地

域
の

解
消

 

通
信

手
段

な
し

：
 

2
3

地
域

 

ヘ
リ

ポ
ー

ト
な

し
：

2
7
9

地
域

 

通
信

手
段

な
し

：
 

0
地

域
 

ヘ
リ

ポ
ー

ト
な

し
：
 

0
地

域
 

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

3
3
 

土
砂

災
害

危
険

箇
所

の
位

置
等

の
情

報

提
供

の
促

進
 

災
害

情
報

連
絡

協
議

会
等

に
お

け
る

W
eb

シ
ス

テ
ム

の
利

用
促

進
研

修
、

広
報

等
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
土

整
備

部
 

砂
防

災
害

課
 

  

エエ
  

防防
災災

関関
係係

機機
関関

とと
のの

連連
携携

強強
化化

  
 

 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

県
民

、
地
域
団
体
、
行
政
及
び
防
災
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
た
対
応
が
必
要

と
な

り
ま

す
。

特
に

も
、

消
防

、
警

察
及

び
自

衛
隊

な
ど

防
災

関
係

機
関

と
の

連
携

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
そ
の
た
め
、

多
く
の
防
災
関

係
機
関
が
参
加

す
る
総
合
防
災

訓
練
を
継

続
的

に
実

施
す

る
と

と
も

に
、

防
災

関
係

機
関

が
企

画
す

る
訓

練

に
参

加
し
な

が
ら

相
互

の
連

携
を

強
化

し
ま
す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

3
4
 

防
災

関
係

機
関

と
連

携
し

た
訓

練
の

実

施
 

関
係

機
関

と
の

連
携

強
化

を
目

的
と

し
た

、
実

態
に

即
し

た
実

践

的
な

総
合

防
災

訓
練

の
実

施
回

数
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
5
 

防
災

関
係

機
関

と
連

携
し

た
会

議
の

開

催
 

津
波

対
策

に
係

る
関

係
機

関
と

の
連

携
強

化
を

目
的

と
し

た
、

津

波
対

策
連

絡
協

議
会

の
開

催
回

数
（
他

会
議

と
の

併
催

も
含

む
）

1
回

／
年

 
1

回
以

上
／

年
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
16

1
16



第
２
章
 
体
系
ご
と
の
個
別
ア
ク
シ
ョ
ン
の
内
容

 

3
6
 

自
衛

隊
と

の
連

携
強

化
 

 
 

 
 

自
衛

隊
が

企
画

す
る

訓
練

へ
の

参
加

自
治

体
数

1
県

7
市

町
村

1
県

3
4

市
町

村
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
7
 

近
隣

県
と

の
連

携
強

化
 

 
 

 
平

常
時

か
ら

の
応

援
協

定
を

締
結

し
て

い
る

近
隣

県
数

－
3

県
平

成
2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

3
8
 

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
運

用
調

整
 

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

運
用

調
整

計
画

の
策

定
 

策
定

 

（
平

成
2
1

年
度

）
 

（
随

時
見

直
し

）
 

 
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

3
9
 

広
域

緊
急

援
助

隊
等

訓
練

の
実

施
 

広
域

緊
急

援
助

隊
の

錬
度

向
上

及
び

広
域

的
連

携
の

推
進

を

目
的

と
し

た
、

他
県

警
察

部
隊

及
び

関
係

機
関

と
の

合
同

訓
練

実
施

回
数

 

3
回

／
年

 
 

3
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

                         

1
17

1
17
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２
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個
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ク
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ョ
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１１
－－

（（
３３

））
  

実実
効効

的的
なな

防防
災災

体体
制制

のの
整整

備備
（（

公公
助助

））
  

 

アア
  

防防
災災

訓訓
練練

のの
充充

実実
強強

化化
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

迅
速

か
つ
的
確
な
情
報
収
集
や
応
急
対
策
を
講
じ
る
た
め
に
は
、
各
行
政
機
関

に
お

け
る

高
い

防
災

対
応

力
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
よ

り
実

態
に
即

し
、

実
効

性
の

あ
る

総
合

防
災
訓
練
や
図
上
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
防
災
関
係
機
関
が

企
画

す
る

訓
練

に
参

加
し

な
が

ら
防

災
対

応
力

を
強

化
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

4
0
 

総
合

防
災

訓
練

の
実

施
 

実
態

に
即

し
た

実
動

訓
練

、
図

上
訓

練
等

、
実

効
性

の
あ

る
総

合

防
災

訓
練

の
実

施
回

数
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
1
 

図
上

訓
練

の
実

施
（
県

）
 

県
災

害
対

策
本

部
（
本

部
支

援
室

を
含

む
）
の

機
能

強
化

を
図

る

た
め

に
実

施
す

る
図

上
訓

練
の

企
画

実
施

回
数

 

（
被

害
想

定
は

海
溝

型
地

震
及

び
津

波
を

基
本

と
す

る
）
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
2
 

【
再

掲
】
 

図
上

訓
練

の
実

施
（
市

町
村

）
 

図
上

訓
練

を
実

施
し

た
市

町
村

数
 

 
－

 
1
0

市
町

村
 

平
成

2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
3
 

防
災

訓
練

（
県

庁
舎

等
）
の

実
施

 
県

庁
舎

及
び

各
地

区
合

同
庁

舎
（
行

政
セ

ン
タ

ー
庁

舎
を

含
む

）

に
お

け
る

火
災

及
び

地
震

を
想

定
し

た
防

災
訓

練
の

実
施

率
 

0
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
3

年
度

 
総

務
部

 

管
財

課
 

4
4
 

指
定

金
融

機
関

と
県

関
係

部
署

と
の

連

絡
訓

練
 

指
定

金
融

機
関

な
ど

に
か

か
る

店
舗

影
響

状
況

を
調

べ
る

た
め

、

県
関

係
部

署
と

の
連

絡
訓

練
を

実
施

 
-
 

1
回

／
年

 
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

出
納

局
 

4
5
 

非
常

通
信

訓
練

の
実

施
 

平
常

時
使

用
し

て
い

る
通

信
手

段
が

使
用

で
き

な
い

状
況

下
に

お
け

る
、

非
常

通
信

ル
ー

ト
の

検
討

及
び

確
認

 
2

回
／

年
 

 
2

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
6
 

【
再

掲
】
 

防
災

訓
練

（
市

町
村

）
の

実
施

 
各

市
町

村
に

お
け

る
、

防
災

訓
練

の
実

施
回

数
 

 
1

回
／

年
１

回
／

年
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
7
 

【
再

掲
】
 

津
波

防
災

訓
練

（
市

町
村

）
の

実
施

 
津

波
防

災
訓

練
の

実
施

市
町

村
数

 
1
2

市
町

村
 

1
2

市
町

村
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
8
 

【
再

掲
】
 

防
災

関
係

機
関

が
企

画
す

る
訓

練
へ

の

参
加

 

自
衛

隊
が

企
画

す
る

訓
練

へ
の

参
加

自
治

体
数

 
1

県
7

市
町

村
 

 
 

1
県

3
4

市
町

村
平

成
2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

4
9
 

【
再

掲
】
 

広
域

緊
急

援
助

隊
等

訓
練

の
実

施
 

広
域

緊
急

援
助

隊
の

錬
度

向
上

及
び

広
域

的
連

携
の

推
進

を

目
的

と
し

た
、

他
県

警
察

部
隊

及
び

関
係

機
関

と
の

合
同

訓
練

実
施

回
数

 

3
回

／
年

 
 

3
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

   

1
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イイ
  

初初
動動

体体
制制

のの
強強

化化
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

迅
速

か
つ
正
確
な
情
報
に
基
づ
き
初
動
時
の
体
制
を
確
立
し
た
う
え
で
、
必
要

な
情

報
を

収
集

し
な

が
ら

応
急

対
策

を
講

じ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
県

災
害

対
策

本
部

各
部

、
広
域
支
部
及

び
地
方
支
部
ご

と
の
初
動
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
の

整
備
を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

を
活

用
し

た
情

報

の
伝

達
の
推

進
な

ど
を

支
援

し
ま

す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

5
0
 

初
動

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

整
備

 
初

動
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
し

て
い

る
県

の
課

室
等

及
び

出

先
機

関
の

数
 

6
0
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
3

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

5
1
 

広
域

振
興

局
等

に
よ

る
防

災
体

制
の

構

築
 

初
動

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

し
て

い
る

広
域

支
部

及
び

地
方

支
部

の
数

 
9
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
3

年
度

 
総

務
部

 

総
合

防
災

室
 

5
2
 

非
常

招
集

連
絡

訓
練

の
実

施
 

 
 

非
常

招
集

連
絡

訓
練

の
実

施
回

数
1

回
以

上
／

年
1

回
以

上
／

年
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
3
 

非
常

招
集

連
絡

訓
練

（
県

警
）
の

実
施

 
全

警
察

職
員

の
危

機
管

理
能

力
向

上
を

目
的

と
し

た
非

常
招

集

連
絡

訓
練

の
実

施
回

数
 

2
回

以
上

／
年

 
 

2
回

以
上

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

5
4
 

気
象

情
報

等
伝

達
の

高
質

化
 

総
合

防
災

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
更

新
に

よ
る

機
能

の

向
上

 

1
0
0
%
 

（
整

備
済

み
）
 

随
時

更
新

 
 

平
成

2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
5
 

震
度

情
報

の
迅

速
な

把
握

・
伝

達
 

震
度

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
更

新
に

よ
る

機
能

・
信

頼
性

の
向

上
 

1
0
0
%
 

（
整

備
済

み
）
 

随
時

更
新

 
 

平
成

2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
6
 

災
害

情
報

等
の

的
確

な
伝

達
 

防
災

行
政

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
更

新
に

よ
る

機

能
・
信

頼
性

の
向

上
 

1
0
0
%
 

（
整

備
済

み
）
 

随
時

更
新

 
 

平
成

2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
7
 

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

（
J-

A
L
E
R
T

）

の
整

備
 

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

（
J-

A
L
E
R
T

）
を

設
置

し
て

い
る

県
、

市

町
村

数
 

1
県

5
市

町
 

 
 

1
県

3
4

市
町

村
平

成
2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
8
 

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

（
J-

A
L
E
R
T

）

を
活

用
し

た
住

民
へ

の
情

報
伝

達
の

推

進
 

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

（
J-

A
L
E
R
T

）
と

同
報

系
防

災
行

政
無

線
や

有
線

放
送

等
と

の
自

動
接

続
し

て
い

る
市

町
村

数
 

5
市

町
 

 
 

2
5

市
町

村
平

成
2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

5
9
 

情
報

通
信

手
段

及
び

情
報

収
集

体
制

の

整
備

 

移
動

通
信

シ
ス

テ
ム

の
整

備
、

衛
星

携
帯

電
話

の
更

新
、

ヘ
リ

テ

レ
映

像
の

活
用

等
の

促
進

等
 

－
 

 
－

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
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ク
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ウウ
  

災災
害害

対対
策策

本本
部部

体体
制制

のの
強強

化化
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

県
が

一
体
的
に
防
災
対
策
を
行
う
た
め
に
は
、
県
災
害
対
策
本
部
の
体
制
を
強

化
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

県
災

害
対

策
本

部
の

機
能

を
円

滑
に
す

る
支

援
室

の
体

制
を

強
化

す
る
と
と
も
に
、
緊
急
消
防
援
助
隊
の
受
援
計
画
を
策
定
す
る
な
ど

連
携

を
強

化
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

6
0
 

災
害

対
策

本
部

支
援

室
の

体
制

強
化

 
災

害
対

策
本

部
支

援
室

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

の
う

え
、

班
員

に
よ

る
訓

練
や

研
修

会
を

実
施

す
る

回
数

 
－

 
1

回
以

上
／

年
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

6
1
 

災
害

対
策

本
部

支
援

室
対

応
ス

ペ
ー

ス

等
の

確
保

・
強

化
 

災
害

対
策

本
部

支
援

室
の

対
応

ス
ペ

ー
ス

（
４

階
特

別
会

議
室

）

の
拡

張
及

び
備

品
の

整
備

 

整
備

済
み

 

（
平

成
2
1

年
度

）
 

随
時

見
直

し
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

6
2
 

緊
急

消
防

援
助

隊
の

受
援

計
画

の
策

定
 

 
緊

急
消

防
援

助
隊

の
受

援
計

画
の

策
定

策
定

 

（
平

成
2
1

年
度

）
 

随
時

見
直

し
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

6
3
 

緊
急

消
防

援
助

隊
の

充
実

強
化

 
充

実
強

化
を

図
る

た
め

、
全

消
防

本
部

の
担

当
課

長
等

を
集

め

た
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

実
施

回
数

 
1

回
／

年
 

 
1

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

  

エエ
  

危危
険険

物物
等等

施施
設設

にに
おお

けけ
るる

保保
安安

のの
確確

保保
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

危
険

物
等
施
設
に
お
い
て
は
第
一
に
安
全
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の

た
め

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
の

防
災

訓
練

や
防

災
計

画
の

見
直

し
を

行
う
と

と
も

に
、

関
係

行
政

機
関

に
よ
る
立
入
検
査
等
を
継
続
的
に
実
施
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

6
4
 

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト
防

災
訓

練
の

実
施

 
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

災
害

防
止

法
に

基
づ

く
久

慈
国

家
石

油
備

蓄
基

地
事

務
所

に
お

け
る

訓
練

の
実

施
回

数
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

6
5
 

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

に
お

け
る

防
災

体
制

の
充

実
強

化
 

岩
手

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

計
画

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

よ
る

計
画

見
直

し
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

6
6
 

危
険

物
等

施
設

の
立

入
検

査
の

実
施

 

関
係

行
政

機
関

は
、

火
薬

類
・
高

圧
ガ

ス
・
石

油
類

関
係

各
事

業

者
に

対
す

る
立

入
検

査
等

を
通

じ
、

地
震

等
の

災
害

時
に

事
業

所
が

と
る

べ
き

措
置

な
ど

を
確

認
し

、
必

要
な

指
導

を
行

う
。

 

毎
年

度
の

重
点

計

画
に

よ
る

 

（
1
/
3

事
業

所
、

1
/
5

事
業

所
な

ど
）
 

毎
年

度
の

重
点

計

画
に

よ
る

 

（
1
/
3

事
業

所
、

1
/
5

事
業

所
な

ど
）
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
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２２
  

地地
震震

・・
津津

波波
にに

強強
いい
まま

ちち
づづ

くく
りり
のの

推推
進進

  
 

２２
－－

（（
１１

））
  

耐耐
震震

化化
のの

推推
進進

  
  

アア
  

民民
間間

建建
築築

物物
等等

のの
耐耐

震震
化化

のの
推推

進進
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

建
築

物
の
倒
壊
か
ら
命
を
守
る
と
と
も
に
、
多
数
の
負
傷
へ
の
対
応
に
備
え
医

療
活

動
に

お
け

る
拠

点
の

確
保

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

木
造

住
宅

や
要

援
護

者
等

が
利

用
し
て
い
る
社

会
福
祉
施
設
等

の
耐
震
化
を
促

進
す
る
と
と
も

に
、
災
害

時
に

医
療

活
動

の
拠

点
と

な
る

災
害

拠
点

病
院

や
二

次
救

急
医

療

機
関

の
耐
震

化
を

促
進

し
ま

す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

6
7
 

木
造

住
宅

の
耐

震
化

の
促

進
 

 
 

 
 

木
造

住
宅

の
耐

震
化

率
6
9
%
 

※
1

8
0
%

平
成

2
7

年
度

県
土

整
備

部
 

建
築

住
宅

課
 

6
8
 

災
害

拠
点

病
院

の
耐

震
化

の
促

進
 

（
公

共
・
民

間
）
 

災
害

時
に

医
療

救
護

活
動

の
拠

点
と

な
る

災
害

拠
点

病
院

（
1
1

病
院

）
の

耐
震

化
率

 

8
1
%
 

（
9

病
院

）
 

1
0
0
%
 

（
1
1

病
院

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

医
療

国
保

課
 

6
9
 

二
次

救
急

医
療

機
関

の
耐

震
化

の
促

進
 

（
公

共
・
民

間
）
 

災
害

時
に

地
域

の
拠

点
と

な
る

二
次

救
急

医
療

機
関

（
災

害
拠

点
病

院
を

除
く

。
2
8

病
院

）
）
の

耐
震

化
率

 

3
9
%
 

（
1
1

病
院

）
 

7
1
%
 

（
2
0

病
院

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

医
療

国
保

課
 

7
0
 

老
人

福
祉

施
設

等
の

耐
震

化
の

促
進

 

（
公

共
・
民

間
）
 

老
人

福
祉

施
設

等
（
特

養
ﾎ

ｰ
ﾑ

・
養

護
ﾎ

ｰ
ﾑ

・
軽

費
ﾎ

ｰ
ﾑ

・
老

健

施
設

、
計

1
9
7

施
設

）
に

係
る

施
設

建
物

の
耐

震
化

率
 

8
8
%
 

（
1
7
4

施
設

）
 

9
2
%
 

（
1
8
2

施
設

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

長
寿

社
会

課
 

7
1
 

障
が

い
児

施
設

等
の

耐
震

化
の

促
進

 

（
公

共
・
民

間
）
 

障
が

い
児

施
設

、
障

が
い

者
福

祉
施

設
、

指
定

障
が

い
者

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
（
通

所
施

設
を

除
く

。
計

5
3

施
設

）
に

係
る

施

設
建

物
の

耐
震

化
率

 

6
4
%
 

（
3
4

施
設

）
 

8
3
%
 

（
4
3

施
設

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

障
が

い
保

健
福

祉
課

 

7
2
 

児
童

入
所

施
設

等
の

耐
震

化
の

促
進

 

（
公

共
・
民

間
）
 

児
童

入
所

施
設

(児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

が
い

児
短

期
治

療
、

母
子

生
活

支
援

施
設

)、
婦

人
保

護
施

設
（
計

12
施

設
）
に

係
る

施
設

建
物

の
耐

震
化

率
 

3
3
%
 

（
4

施
設

）
 

8
3
%
 

（
1
0

施
設

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

児
童

家
庭

課
 

7
3
 

福
祉

施
設

の
耐

震
化

の
促

進
 

（
公

共
・
民

間
）
 

保
育

所
、

児
童

館
（
計

2
2
3

棟
）
に

係
る

施
設

建
物

の
耐

震
化

率
5
7
%
 

（
1
2
8

棟
）
 

7
5
%
 

（
1
6
8

棟
）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

児
童

家
庭

課
 

※
１
 
H
2
0
年
度
末
数
値
は
、
H
1
0
年
及
び

H
1
5
年

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
デ
ー
タ
に
基
づ
く
推
計
値
で
あ
る
。
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イイ
  

公公
共共

建建
築築

物物
等等

のの
耐耐

震震
化化

のの
推推

進進
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

県
及

び
市
町
村
が
有
す
る
庁
舎
や
警
察
署
等
の
公
共
施
設
は
、
利
用
し
て
い
る

多
く

の
県

民
の

命
を

守
る

と
と

も
に

、
防

災
対

策
の

拠
点

と
し

て
機

能
す

る
必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
構
造
上
必
要
な
耐
震
化
を
有
し
て
い
な
い
県
有
施
設
や
市
町
村
有

施
設

の
耐

震
化

を
促

進
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

7
4
 

県
有

施
設

（
庁

舎
）
の

耐
震

化
の

促
進

 
県

庁
舎

及
び

各
地

区
合

同
庁

舎
（
行

政
セ

ン
タ

ー
庁

舎
を

含
む

）

の
耐

震
化

率
 

3
8
%
 

 
6
2
%

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

管
財

課
 

7
5
 

県
有

施
設

（
社

会
福

祉
施

設
）
の

耐
震

化

の
推

進
 

県
有

施
設

（
社

会
福

祉
施

設
・
3

施
設

）
の

耐
震

化
率

 
6
7
%
 

（
2

施
設

）
 

1
0
0
%
 

（
3

施
設

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

（
企

画
室

・
各

所
管

課
）
 

7
6
 

県
有

施
設

（
社

会
福

祉
施

設
以

外
・
保

健

福
祉

部
所

管
）
の

耐
震

化
の

推
進

 

防
災

拠
点

と
な

る
県

有
施

設
（
社

会
福

祉
施

設
以

外
の

保
健

福

祉
部

所
管

の
9

施
設

）
の

耐
震

化
率

 

（
9

施
設

：
福

祉
総

合
相

談
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
児

童
相

談
所

(2
)、

い
わ

て
ﾘﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

、
環

境
保

健
研

究
ｾ

ﾝ
ﾀ

ｰ
、

高
等

看
護

学
院

(3
)、

ふ
れ

あ
い

ラ
ン

ド
、

福
祉

の
里

）
 

6
7
%
 

（
6

施
設

）
 

7
8
%
 

（
7

施
設

）
 

平
成

2
9

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

（
企

画
室

・
各

所
管

課
）
 

7
7
 

県
有

施
設

（
県

立
病

院
）
の

耐
震

化
の

促

進
 

県
立

病
院

の
耐

震
化

率
 

（
新

耐
震

基
準

に
よ

り
建

設
さ

れ
た

病
院

数
1
9
＋

耐
震

補
強

工
事

完
了

病
院

数
3
÷

2
6

病
院

）
 

8
5
%
 

 
8
8
%

平
成

2
7

年
度

 
医

療
局

 

管
理

課
 

7
8
 

県
有

施
設

（
警

察
施

設
）
の

耐
震

化
の

促

進
 

警
察

施
設

の
耐

震
化

率
 

9
3
%
 

 
 

1
0
0
%
 

平
成

2
7

年
度

 
県

警
察

本
部

 

7
9
 

市
町

村
有

施
設

（
庁

舎
）
の

耐
震

化
の

促

進
 

市
町

村
有

施
設

（
庁

舎
）
の

耐
震

化
率

 
 

5
3
%

6
0
%
 

平
成

2
7

年
度

 
県

土
整

備
部

 

建
築

住
宅

課
 

8
0
 

市
町

村
有

施
設

（
公

営
住

宅
）
の

耐
震

化

の
促

進
 

市
町

村
有

施
設

（
公

営
住

宅
）
の

耐
震

化
率

 
 

9
7
%

1
0
0
%
 

平
成

2
7

年
度

 
県

土
整

備
部

 

建
築

住
宅

課
 

8
1
 

旧
松

尾
鉱

山
坑

廃
水

中
和

処
理

施
設

の

耐
震

補
強

工
事

（
耐

震
化

率
の

向
上

）
 

坑
廃

水
中

和
処

理
施

設
の

耐
震

化
工

事
の

耐
震

化
率

 
 

7
%

1
0
0
%
 

平
成

2
8

年
度

 
環

境
生

活
部

 

環
境

保
全

課
 

       

1
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ウウ
  

学学
校校

施施
設設

のの
耐耐

震震
化化

のの
推推

進進
  

 
 
 
 

学
校

施
設

は
、

多
く

の
児

童
・

生
徒
が
通
学
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
災
害
時
に
は
そ
の
命
を
守
る
と
と
も

に
、

地
域

の
避

難
所

と
し

て
の

機
能

を
果

た
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め
、

構
造

上
必

要
な

耐
震

化
を

有
し
て
い
な
い
校
舎
等
の
耐
震
化
を
促
進
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

8
2
 

県
立

学
校

の
校

舎
、

体
育

館
等

の
耐

震

化
の

促
進

 

岩
手

県
耐

震
改

修
促

進
計

画
に

基
づ

く
県

立
学

校
の

校
舎

、
体

育
館

等
の

耐
震

性
を

有
す

る
建

物
の

割
合

 
7
5
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
7

年
度

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

教
育

企
画

室
 

8
3
 

私
立

学
校

の
耐

震
化

の
促

進
 

私
立

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
、

高
等

学
校

及
び

特
別

支
援

学
校

の
耐

震
性

を
有

す
る

建
物

の
割

合
 

6
8
%
 

 
7
1
%

平
成

2
9

年
度

 
総

務
部

 

総
務

室
 

8
4
 

市
町

村
立

学
校

の
校

舎
、

体
育

館
等

の

耐
震

化
の

促
進

 

岩
手

県
耐

震
改

修
促

進
計

画
に

基
づ

く
市

町
村

立
学

校
の

校

舎
、

体
育

館
等

の
耐

震
性

を
有

す
る

建
物

の
割

合
 

6
0
%
 

 
7
5
%

平
成

2
7

年
度

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

教
育

企
画

室
 

  

エエ
  

公公
共共

構構
造造

物物
のの

耐耐
震震

化化
のの

推推
進進

  
 

 
 
 

災
害

に
よ

り
漁

港
、

農
業

用
ダ

ム
、
水
道
施
設
な
ど
の
公
共
構
造
物
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
、
地
域
に
大
き

な
被

害
を

も
た

ら
す

と
と

も
に

、
県

民
生

活
に

大
き

な
ダ

メ
ー

ジ
を

与
え

ま
す
。

そ
の

た
め

、
重

要
な

公
共

構
造
物
の
耐
震
化
を
促
進
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

8
5
 

水
道

施
設

の
耐

震
化

の
促

進
 

 
 

 
 

市
町

村
等

に
お

け
る

耐
震

化
計

画
の

策
定

率
8
%

1
0
0
%

平
成

2
9

年
度

環
境

生
活

部
 

県
民

く
ら

し
の

安
全

課
 

8
6
 

老
朽

た
め

池
（
農

業
用

ダ
ム

を
含

む
）
の

改
修

整
備

 
改

修
・
整

備
を

行
っ

た
、

た
め

池
・
農

業
用

ダ
ム

の
箇

所
数

 
 

 
 

5
箇

所
3
2

箇
所

平
成

2
9

年
度

農
林

水
産

部
 

農
村

建
設

課
 

8
7
 

県
管

理
漁

港
に

お
け

る
耐

震
強

化
岸

壁

（
物

揚
場

）
の

整
備

の
促

進
 

県
管

理
漁

港
に

お
け

る
耐

震
強

化
岸

壁
（
物

揚
場

）
の

漁
港

整
備

数
 

2
漁

港
 

 
 

8
漁

港
平

成
2
9

年
度

農
林

水
産

部
 

漁
港

漁
村

課
 

8
8
 

県
管

理
漁

港
に

お
け

る
臨

港
道

路
耐

震

化
の

整
備

の
促

進
 

県
管

理
漁

港
に

お
け

る
臨

港
道

路
耐

震
化

の
漁

港
整

備
数

 
 

 
 

－
2

漁
港

平
成

2
9

年
度

農
林

水
産

部
 

漁
港

漁
村

課
 

8
9
 

耐
震

強
化

岸
壁

の
整

備
 

 
 

重
要

港
湾

4
港

の
耐

震
強

化
岸

壁
の

整
備

済
バ

ー
ス

数
1

港
 

（
釜

石
港

）
 

－
（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
土

整
備

部
 

港
湾

課
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２２
－－

（（
２２

））
  

地地
震震

やや
津津

波波
にに

強強
いい

施施
設設

づづ
くく

りり
  

 

アア
  

防防
災災

性性
のの

高高
いい

まま
ちち

づづ
くく

りり
のの

推推
進進

  
 

 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

市
街

地
に
お
い
て
は
火
災
の
延
焼
が
広
が
る
な
ど
都
市
機
能
が
麻
痺
す
る
こ
と

が
想

定
さ

れ
る

と
と

も
に

、
山

間
部

な
ど

に
お

い
て

は
土

砂
災

害
等

の
発

生
が
懸

念
さ

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

、
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
ほ
か
、
砂
防
事
業
を
計
画
的
に
推
進

し
、

災
害

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

9
0
 

山
地

災
害

防
止

施
設

等
の

整
備

 
 

 
 

 
山

地
災

害
防

止
施

設
等

の
整

備
地

区
数

の
割

合
5
2
%

5
9
%

平
成

2
2

年
度

農
林

水
産

部
 

森
林

保
全

課
 

9
1
 

市
街

地
の

整
備

 

（
土

地
区

画
整

理
事

業
の

促
進

）
 

土
地

区
画

整
理

事
業

に
よ

る
事

業
完

了
地

区
数

 
 

1
3
5

地
区

1
4
7

地
区

 
平

成
2
9

年
度

 
県

土
整

備
部

 

都
市

計
画

課
 

9
2
 

市
街

地
の

整
備

 

（
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
よ

る
事

業
の

促
進

）
 

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
に

よ
る

事
業

完
了

地
区

数
 

 
7

地
区

3
4

地
区

 
平

成
2
9

年
度

 
県

土
整

備
部

 

都
市

計
画

課
 

9
3
 

無
電

柱
化

(県
管

理
道

路
)の

推
進

 
 

 
 

県
管

理
道

路
（
3
,0

7
0
ｍ

）
に

お
け

る
無

電
柱

化
の

整
備

率
5
%
 

(平
成

2
1

年
度

末
)

1
0
0
%

平
成

2
5

年
度

県
土

整
備

部
 

道
路

環
境

課
 

9
4
 

砂
防

事
業

（
土

石
流

）
の

推
進

 
砂

防
事

業
（
土

石
流

）
の

完
了

箇
所

数
 

※
ﾗ
ﾝ

ｸ
Ⅰ

（
保

全
人

家
5

戸
以

上
）
が

対
象

 
（
ﾗ
ﾝ

ｸ
Ⅰ

2
,2

0
4

箇
所

）
 

1
8
4

箇
所

 
 

 
2
0
2

箇
所

平
成

2
9

年
度

県
土

整
備

部
 

砂
防

災
害

課
 

9
5
 

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

の
推

進
 

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

の
完

了
箇

所
数

 

※
ﾗ
ﾝ

ｸ
Ⅰ

（
保

全
人

家
5

戸
以

上
）
が

対
象

 
（
ﾗ
ﾝ

ｸ
Ⅰ

1
,7

9
2

箇
所

）
 

2
6
6

箇
所

 
 

 
2
8
4

箇
所

平
成

2
9

年
度

県
土

整
備

部
 

砂
防

災
害

課
 

9
6
 

地
す

べ
り

対
策

事
業

の
推

進
 

地
す

べ
り

対
策

事
業

の
完

了
箇

所
数

 

（
全

1
9
1

箇
所

）
 

1
7

箇
所

 
 

－
（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
土

整
備

部
 

砂
防

災
害

課
 

 

イイ
  

避避
難難

地地
、、

避避
難難

路路
のの

整整
備備

確確
保保

  
 

 
 
 

津
波

や
地

震
な

ど
の

災
害

が
発

生
し
た
場
合
、
人
的
な
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
住
民
や
観
光
客
等

の
迅

速
か

つ
安

全
な

避
難

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

避
難

地
や

避
難
路

の
整

備
を

促
進

し
ま

す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

9
7
 

避
難

地
（
漁

村
関

連
）
の

整
備

の
促

進
 

 
 

 
 

漁
村

に
お

け
る

避
難

地
の

整
備

箇
所

数
1
3

箇
所

1
8

箇
所

平
成

2
9

年
度

農
林

水
産

部
 

漁
港

漁
村

課
 

9
8
 

避
難

路
（
漁

村
関

連
）
の

整
備

の
促

進
 

 
 

 
 

漁
村

に
お

け
る

避
難

路
の

整
備

数
6
9

路
線

7
5

路
線

平
成

2
9

年
度

農
林

水
産

部
 

漁
港

漁
村

課
 

1
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9
9
 

避
難

地
（
都

市
公

園
）
の

整
備

の
促

進
 

都
市

公
園

の
供

用
面

積
 

1
,3

2
5
.8

 h
a 

1
,4

0
4
.8

 h
a 

平
成

2
9

年
度

 
県

土
整

備
部

 

都
市

計
画

課
 

1
0
0
 

避
難

路
（
街

路
事

業
）
の

整
備

の
促

進
 

 
 

 
 

街
路

事
業

の
整

備
延

長
4
.0

ｋ
ｍ

8
.1

ｋ
ｍ

平
成

2
8

年
度

県
土

整
備

部
 

都
市

計
画

課
 

  

ウウ
  

津津
波波

防防
災災

施施
設設

のの
整整

備備
  

 
 
 
 

津
波

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
た

場
合
、
人
的
等
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
海
岸
保
全
施
設
の
役
割

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

水
門

陸
閘

の
遠

隔
操

作
化

の
促

進
や

防
潮
堤

な
ど

の
海

岸
保

全
施

設
の

整
備
を
推
進
し
ま
す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
0
1
 

海
岸

保
全

施
設

の
機

能
強

化
 

 
 

 
 

水
門

陸
閘

の
遠

隔
操

作
化

を
行

う
施

設
数

3
2

基
4
1

基
平

成
2
9

年
度

県
土

整
備

部
 

河
川

課
 

1
0
2
 

海
岸

保
全

施
設

の
整

備
 

 
 

 
津

波
対

策
の

必
要

な
海

岸
延

長
に

対
す

る
整

備
済

み
延

長
7
2
%

7
4
%

平
成

2
9

年
度

 
県

土
整

備
部

 

河
川

課
 

 

エエ
  

消消
火火

体体
制制

のの
整整

備備
  

 
 
 
 

地
震

に
よ

る
火

災
が

発
生

し
た

場
合
、
命
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
消
火
体
制
の

整
備

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

市
町

村
に

お
け

る
消

防
施

設
や

設
備
の

整
備

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、
漁
村
に
お
け
る
消
防
活
動
用
道
路
や
消
防
用
施
設
の
整
備
な
ど

を
促

進
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
0
3
 

【
再

掲
】
 

消
防

団
員

へ
の

教
育

訓
練

の
実

施
 

消
防

に
関

す
る

知
識

・
技

能
の

教
育

訓
練

及
び

自
主

防
災

組
織

の
育

成
・
指

導
の

た
め

教
育

訓
練

の
実

施
人

数
 

毎
年

1
2
,0

0
0

人
 

 
毎

年
1
2
,0

0
0

人
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
0
4
 

消
防

施
設

、
設

備
の

整
備

の
促

進
 

市
町

村
・
消

防
本

部
に

お
け

る
消

防
施

設
、

設
備

を
促

進
 

（
市

町
村

・
消

防
本

部
：
耐

震
性

貯
水

槽
、

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

等
）
 

（
消

防
団

：
小

型
ポ

ン
プ

車
、

災
害

防
御

用
資

材
等

）
 

随
時

更
新

 
 

随
時

更
新

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
0
5
 

消
防

施
設

（
農

業
施

設
）
の

整
備

の
促

進
 

 
 

 
 

防
火

水
槽

の
整

備
数

9
基

2
4

基
平

成
2
9

年
度

末
農

林
水

産
部

 

農
村

建
設

課
 

1
0
6
 

消
防

施
設

（
漁

港
施

設
）
の

整
備

の
促

進
 

 
 

 
漁

村
に

お
け

る
消

防
用

施
設

（
防

火
水

槽
・
消

化
栓

）
の

整
備

数
5
5

箇
所

7
1

箇
所

平
成

2
9

年
度

末
農

林
水

産
部

 

漁
港

漁
村

課
 

1
0
7
 

漁
村

に
お

け
る

消
防

活
動

用
道

路
の

整

備
の

促
進

 
漁

村
に

お
け

る
消

防
活

動
用

道
路

の
整

備
数

 
 

4
路

線
1
4

路
線

 
平

成
2
9

年
度

末
 

農
林

水
産

部
 

漁
港

漁
村

課
 

1
25

1
25
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３３
  

機機
能能

的的
なな

体体
制制

のの
整整
備備

  
 

３３
－－

（（
１１

））
  

災災
害害

応応
急急

体体
制制

のの
整整

備備
  

 

アア
  

災災
害害

時時
要要

援援
護護

者者
のの

避避
難難

体体
制制

のの
整整

備備
  

 
 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

一
般

的
に
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
外
国
人
、
乳
幼
児
及
び
妊
産
婦
等
の
災
害
対

応
力

の
低

い
災

害
時

要
援

護
者

は
、

必
要

な
情

報
を

迅
速

か
つ

的
確

に
把

握
し

、
災

害
か

ら
自

ら
を

守
る

た
め
に
安
全
な

場
所
に
避
難
す

る
な
ど
の
行
動

に
支
援
が
必
要

と
な
り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
災

害
時

要
援

護
者

避
難

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策

定
や

福
祉
避

難
所

等
へ

の
受

入
体

制
の

整
備
を
促
進
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
0
8
 

災
害

時
要

援
護

者
避

難
支

援
プ

ロ
グ

ラ

ム
の

策
定

の
促

進
 

災
害

時
要

援
護

者
避

難
支

援
計

画
の

全
体

計
画

を
策

定
し

て
い

る
市

町
村

数
 

8
市

町
 

 
全

3
4

市
町

村
 

平
成

2
2

年
度

保
健

福
祉

部
 

地
域

福
祉

課
 

1
0
9
 

災
害

時
要

援
護

者
の

避
難

訓
練

の
実

施
 

県
の

総
合

防
災

訓
練

の
際

に
県

社
会

福
祉

協
議

会
と

連
携

し
、

要
援

護
者

の
避

難
訓

練
の

実
施

回
数

 
1

回
／

年
 

 
1

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

保
健

福
祉

部
 

地
域

福
祉

課
 

1
1
0
 

災
害

時
要

援
護

者
の

福
祉

避
難

所
等

へ

の
受

入
体

制
の

整
備

 

福
祉

避
難

所
を

整
備

、
又

は
、

社
会

福
祉

施
設

等
を

福
祉

避
難

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

市
町

村
数

 
2

市
町

 
 

 
2
7

市
町

村
平

成
2
9

年
度

保
健

福
祉

部
 

地
域

福
祉

課
 

  

イイ
  

救救
急急

救救
助助

、、
医医

療療
体体

制制
のの

整整
備備

  
 

 
 
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、
各
地
域
に
多
数
の
負
傷
者
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
医
療
施
設
で
は

停
電

や
断

水
等

に
よ

り
機

能
が

著
し

く
低

下
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

ま
す

。
そ

の
た

め
、

災
害

拠
点

病
院

に
お
け
る
防
災

マ
ニ
ュ
ア
ル
の

整
備
や
Ｄ
Ｍ
Ａ

Ｔ
の
現
地
活
動

マ
ニ
ュ
ア

ル
の

整
備

を
促

進
し

ま
す

。
ま

た
、

ヘ
リ

ポ
ー

ト
の

確
保

や
救

急

救
命

士
の
育

成
を

図
り

な
が

ら
迅

速
な

救
急
救
助
体
制
の
整
備
を
促
進
し
ま
す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
1
1
 

災
害

拠
点

病
院

に
お

け
る

防
災

マ
ニ

ュ

ア
ル

の
整

備
促

進
 

災
害

拠
点

病
院

で
の

防
災

マ
ニ

ュ
ア

ル
更

新
率

 

（
防

災
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
全

1
1

病
院

で
整

備
済

）
 

8
2
%
 

 
1
0
0
%

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
更

新
）
 

保
健

福
祉

部
 

医
療

国
保

課
 

1
1
2
 

県
立

病
院

に
お

け
る

防
災

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

整
備

促
進

 

（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
派

遣
に

関
す

る
事

項
）
 

県
立

病
院

の
防

災
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
整

備
率

 

（
防

災
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
医

療
救

護
チ

ー
ム

派
遣

に
関

す
る

規
定

等

に
つ

い
て

、
岩

手
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
運

営
要

綱
等

の
施

行
に

伴
い

、
そ

の

要
綱

等
に

沿
っ

た
内

容
に

整
備

）
 

－
 

 
1
0
0
%

平
成

2
2

年
度

 
医

療
局

 

管
理

課
 

1
1
3
 

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
現

地
活

動
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
整

備
 

岩
手

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
現

地
活

動
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
災

害
医

療
ア

ク
シ

ョ
ン

カ
ー

ド
）
の

作
成

 
－

 
1
0
0
%
 

（
作

成
）
 

平
成

2
3

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

医
療

国
保

課
 

1
26

1
26
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1
1
4
 

災
害

医
療

従
事

者
に

対
す

る
研

修
会

の

開
催

 

県
内

の
医

師
を

対
象

と
し

た
外

傷
初

期
診

療
の

講
習

会
（
Ｐ

Ｔ
Ｌ

Ｓ

講
習

会
）
を

実
施

 
－

 
1
0
0
%
 

（
実

施
）
 

平
成

2
2

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

医
療

国
保

課
 

1
1
5
 

救
急

救
命

士
の

育
成

支
援

 
 

 
 

県
単

位
研

修
会

等
の

実
施

回
数

－
2

回
／

年
 

平
成

2
2

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
1
6
 

救
急

救
命

活
動

の
充

実
・
強

化
 

 
救

急
救

命
士

の
人

数
3
2
8

人
 

（
Ｈ

2
1
.4

.1
現

在
）
 

必
要

に
応

じ
て

 

補
充

、
増

員
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
1
7
 

ヘ
リ

ポ
ー

ト
の

確
保

 
各

機
関

で
ヘ

リ
ポ

ー
ト
の

位
置

や
付

近
の

設
備

・
施

設
等

の
情

報

を
共

有
し

、
発

災
時

に
お

け
る

迅
速

な
対

応
に

資
す

る
 

ヘ
リ

ポ
ー

ト
等

の
確

認
ヘ

リ
ポ

ー
ト
の

全
数

の
1
/
3

を
毎

年
確

認

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

  

ウウ
  

応応
急急

給給
水水

・・
応応

急急
給給

電電
体体

制制
のの

確確
立立

  
 

 
 
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、
上
水
道
や
電
力
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
及
び
企
業
に
提
供
す
る
工

業
用

水
道

施
設

に
障

害
が

発
生

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

、
市
町

村
等

に
お

け
る

応
急

給
水

確
保
体
制
の
整
備
や
県
営
工
業
用
水
道
の
早
期
復
旧
体
制
の
整
備
な

ど
を

促
進

し
ま

す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
1
8
 

応
急

給
水

確
保

の
た

め
の

体
制

整
備

 

（
災

害
応

急
給

水
計

画
関

連
）
 

市
町

村
等

に
お

け
る

災
害

応
急

給
水

計
画

の
策

定
率

 
 

1
9
%

1
0
0
%
 

平
成

2
9

年
度

 
環

境
生

活
部

 

県
民

く
ら

し
の

安
全

課
 

1
1
9
 

応
急

給
水

確
保

の
た

め
の

体
制

整
備

 

（
工

業
用

水
道

関
連

）
 

「
災

害
時

に
お

け
る

県
営

工
業

用
水

道
施

設
の

応
急

対
策

用
資

機
材

の
調

達
及

び
復

旧
要

員
の

確
保

に
関

す
る

協
定

」
の

締
結

 

締
結

業
者

1
5

社
 

（
全

施
設

対
象

）
 

所
管

全
施

設
対

象

を
継

続
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

企
業

局
 

経
営

総
務

室
、

業
務

課
 

1
2
0
 

応
急

給
電

確
保

の
た

め
の

体
制

整
備

 
「
災

害
時

に
お

け
る

県
営

発
電

施
設

の
応

急
対

策
用

資
機

材
の

調
達

及
び

復
旧

要
員

の
確

保
に

関
す

る
協

定
」
の

締
結

 

締
結

業
者

5
社

 

（
全

施
設

対
象

）
 

所
管

全
施

設
対

象

を
継

続
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

企
業

局
 

経
営

総
務

室
、

業
務

課
 

  

エエ
  

食食
料料

、、
生生

活活
必必

需需
品品

等等
のの

確確
保保

  
 

 
 
 

大
規

模
な

災
害

の
発

生
に

備
え

、
水
・
食
糧
・
生
活
必
需
品
等
の
確
保
に
努
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す

。
そ

の
た

め
、

各
家

庭
に

お
け

る
備

蓄
の

推
進

や
流

通
備

蓄
の

協
定

の
締

結
な
ど

を
促

進
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
2
1
 

災
害

時
の

備
蓄

の
推

進
（
県

、
市

町
村

、

県
民

）
 

県
民

に
対

し
、

３
日

分
程

度
の

水
・
食

料
の

備
蓄

の
奨

励
を

図
る

た
め

の
広

報
の

実
施

 
随

時
 

 
随

時
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
2
2
 

災
害

時
に

お
け

る
食

糧
・
飲

料
・
生

活
必

需
品

の
確

保
及

び
緊

急
輸

送
体

制
の

確
立

 

図
上

訓
練

の
実

施
回

数
 

（
及

び
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
見

直
し

（
随

時
）
）
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

環
境

生
活

部
 

県
民

く
ら

し
の

安
全

課
 

1
27

1
27
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1
2
3
 

流
通

備
蓄

の
推

進
（
生

活
必

需
品

等
）
 

食
料

、
生

活
必

需
品

等
の

取
扱

業
者

等
と

の
災

害
時

の
協

定
締

結
数

 
2
4

団
体

 
 

 
3
0

団
体

平
成

2
9

年
度

総
務

部
 

総
合

防
災

室
 

1
2
4
 

流
通

備
蓄

の
推

進
（
食

料
）
 

災
害

時
に

必
要

な
食

料
（
水

産
食

品
を

除
く

）
の

調
達

に
関

す
る

協
定

締
結

数
 

8
団

体
 

 
 

9
団

体
平

成
2
1

年
度

農
林

水
産

部
 

流
通

課
 

1
2
5
 

木
炭

の
調

達
及

び
あ

っ
せ

ん
 

 
災

害
時

に
必

要
な

木
炭

の
調

達
等

に
関

す
る

協
定

締
結

数
1

団
体

 

（
協

定
を

締
結

）
 

1
団

体
 

（
協

定
の

活
用

）
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

農
林

水
産

部
 

林
業

振
興

課
 

  

オオ
  

緊緊
急急

輸輸
送送

体体
制制

のの
整整

備備
  

 
 
 
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、
救
助
、
救
急
、
医
療
、
消
火
活
動
及
び
緊
急
物
資
等
の
輸
送
手
段
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
緊

急
輸

送
道

路
に

お
け

る
橋

梁
の
耐

震
化

や
危

険
箇

所
の

整
備

な
ど
緊
急
輸
送
体
制
の
整
備
を
促
進
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
2
6
 

緊
急

輸
送

道
路

の
整

備
の

促
進

 
 

緊
急

輸
送

道
路

に
お

け
る

事
業

完
了

工
区

数
5
%
 

（
2
/
4
0
）
 

9
8
%
 

（
3
9
/
4
0
）
 

平
成

2
9

年
度

 

県
土

整
備

部
 

道
路

建
設

課
 

都
市

計
画

課
 

1
2
7
 

緊
急

輸
送

道
路

の
整

備
の

促
進

 

(県
管

理
道

路
の

橋
梁

の
耐

震
化

) 

緊
急

輸
送

道
路

に
お

け
る

耐
震

化
が

必
要

な
橋

梁
(2

0
3

橋
梁

)

の
整

備
率

 
7
9
%
 

 
9
2
%

平
成

2
4

年
度

※
1

 
県

土
整

備
部

 

道
路

環
境

課
 

1
2
8
 

緊
急

輸
送

道
路

の
整

備
の

促
進

 

(県
管

理
道

路
の

道
路

防
災

総
点

検
危

険
箇

所
の

整
備

) 

緊
急

輸
送

道
路

に
お

け
る

優
先

的
に

対
策

が
必

要
な

道
路

防
災

総
点

検
危

険
箇

所
(9

3
箇

所
)の

整
備

率
 

1
5
%
 

 
 

 
1
0
0
%

（
長

期
）

※
2

県
土

整
備

部
 

道
路

環
境

課
 

※
１
 
道
路
の
中
期
計
画
(
東
北
地
方
版
)
(
H
2
0
～
H
2
4
)
に
基
づ
く
 

※
２
 
長
期
 
⇒
５
年
以
上
継
続
的
に
実
施
。
成
果
を
出
す
た
め
に
事
業
を
長
期
間
実
施
す
る
 

カカ
  

被被
災災

建建
築築

物物
等等

のの
応応

急急
危危

険険
度度

判判
定定

体体
制制

のの
整整

備備
  

 
 
 
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、
被
災
し
た
建
築
物
及
び
宅
地
に
つ
い
て
、
余
震
等
に
よ
る
危
険
性
の

判
断

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

被
災

建
築

物
・

宅
地

の
応

急
危
険

度
判

定
を

実
施

す
る

体
制

の
充
実
を
図
り
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
2
9
 

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

実
施

体

制
の

整
備

 
登

録
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
士

数
 

9
4
7

人
 

1
,0

0
0

人
程

度
 

常
時

確
保

を
目

標
 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
土

整
備

部
 

建
築

住
宅

課
 

1
3
0
 

被
災

宅
地

危
険

度
判

定
実

施
体

制
の

整

備
 

登
録

被
災

宅
地

危
険

度
判

定
士

数
 

4
2
2

人
 

5
0
0

人
 

平
成

2
9

年
度

 
県

土
整

備
部

 

都
市

計
画

課
 

1
28

1
28
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キキ
  

  迅迅
速速

なな
災災

害害
復復

旧旧
条条

件件
体体

制制
のの

整整
備備

  
 
 
 
 
 災

害
が

発
生
し

た
場

合
、
迅

速
な
災
害
復
旧
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
災
害
復
旧
技
術

職
員

の
育

成
や

農
業

災
害

復
旧

専
門

技
術

者
の

養
成

を
図

る
と

と
も

に
、

土
地
に

関
す

る
情

報
を

事
前

に
把

握
す
る
地
籍
調
査
の
実
施
を
促
進
し
ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値
 

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
3
1
 

災
害

復
旧

技
術

職
員

の
育

成
 

県
・
市

町
村

職
員

を
対

象
と

し
た

災
害

復
旧

技
術

講
習

会
の

開
催

数
 

1
回

／
年

 
 

1
回

／
年

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
土

整
備

部
 

砂
防

災
害

課
 

1
3
2
 

農
村

災
害

復
旧

専
門

技
術

者
の

確
保

・

育
成

 
農

村
災

害
専

門
技

術
者

の
認

定
者

数
 

1
0
6

名
 

1
2
2

名
 

平
成

2
9

年
度

 
農

林
水

産
部

 

農
村

建
設

課
 

1
3
3
 

地
籍

調
査

の
実

施
 

早
期

復
旧

に
必

要
な

土
地

情
報

（
所

有
者

、
筆

界
な

ど
）
を

事
前

に
明

確
に

し
て

お
く

た
め

の
地

籍
調

査
の

進
捗

率
 

8
2
.4

%
 

 
8
5
.6

%
平

成
2
9

年
度

 
農

林
水

産
部

 

農
村

計
画

課
 

 

クク
  

  避避
難難

行行
動動

へへ
のの

支支
援援

  
 

 
 
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

多
く

の
地
域
住
民
が
一
斉
に
避
難
す
る
た
め
、
避
難
路
や
避
難
所
に
お
い
て
相

当
な

混
乱

が
想

定
さ

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

、
警

察
に

よ
る

交
通

規
制

や
警

戒
活
動

に
よ

り
避

難
住

民
等

の
安

全
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
3
4
 

迅
速

な
交

通
規

制
等

の
実

施
 

 
 

 
迅

速
な

交
通

規
制

等
に

よ
る

避
難

路
等

の
確

保
－

－
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

1
3
5
 

避
難

住
民

等
の

安
全

の
確

保
 

 
 

 
避

難
所

及
び

被
災

地
域

に
対

す
る

警
戒

活
動

の
強

化
－

－
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

 

ケケ
  

県県
内内

にに
在在

住住
すす

るる
外外

国国
人人

がが
暮暮

らら
しし

やや
すす

いい
地地

域域
づづ

くく
りり

  
 

 
 
 

県
内

に
在

住
す

る
外

国
人

へ
の

対
応
と
し
て
、
災
害
時
の
避
難
場
所
等
に
お
い
て
、
外
国
人
の
支
援
に
当

た
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
が

必
要

で
す

。
そ

の
た

め
、

防
災

に
関

す
る

講
習

を
実
施

す
る

な
ど

し
て

多
言

語
サ

ポ
ー
タ
ー
の
資
質
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
3
6
 

多
言

語
サ

ポ
ー

タ
ー

の
資

質
向

上
 

県
国

際
交

流
協

会
の

多
言

語
サ

ポ
ー

タ
ー

に
対

す
る

防
災

に
関

す
る

講
習

の
実

施
 

不
定

期
 

 
 

1
回

／
年

平
成

2
6

年
度

地
域

振
興

部
 

N
P
O

・
文

化
国

際
課

 

1
29

1
29
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３３
－－

（（
２２

））
  

生生
活活

支支
援援

体体
制制

のの
充充

実実
  

 

アア
  

被被
災災

者者
相相

談談
窓窓

口口
のの

開開
設設

  
 

 
 
 

災
害

に
よ

り
生

活
基

盤
に

著
し

い
被
害
を
受
け
た
被
災
者
に
対
し
、
様
々
な
相
談
に
応
じ
る
窓
口
の
設
置

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

県
民

相
談

窓
口

の
開

設
や

移
動

交
番

な
ど
に

よ
る

相
談

窓
口

を
開

設
し

ま
す
。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
3
7
 

県
民

総
合

相
談

窓
口

の
開

設
 

年
１

回
の

図
上

訓
練

 

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

見
直

し
 

1
回

／
年

 

※
1
 

1
回

／
年

 

※
2
 

平
成

2
9

年
度

 
環

境
生

活
部

 

環
境

生
活

企
画

室
 

1
3
8
 

被
災

者
相

談
窓

口
等

の
開

設
 

移
動

交
番

及
び

「
被

災
者

サ
ポ

ー
ト

隊
」
の

設
置

運
用

に
よ

る
被

災
住

民
の

相
談

・
要

望
へ

の
対

応
 

－
 

 
－

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

県
警

察
本

部
 

※
１
 
現
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
相
談
窓
口
を
開
設
し
、
各
部
局
の
管
理
担
当
に
各
種
専
門
相
談
窓
口
等
の
設
置
状
況
を
照
会
し
た
う
え
で
、
相
談
窓
口
一
覧
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

※
２
 
相
談
項
目
が
概
ね
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
予
め
相
談
窓
口
一
覧
表
を
整
理
し
て
お
く
。
 

  

イイ
  被被

災災
者者

のの
生生

活活
支支

援援
のの

推推
進進

  
 
 
 
 災

害
に

よ
り

生
活

基
盤

に
著

し
い

被
害
を
受
け
た
被
災
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
害
状
況
等
に
応
じ
た
生

活
支

援
が

必
要

と
な

り
ま

す
。
そ

の
た
め

、
生

活
支
援
を

行
う

災
害

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
の

体
制

整
備

を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
等
の
周
知
や
中
小
企
業
支
援

対
策

な
ど

を
継

続
し

て
実

施
し

ま
す

。
 

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
3
9
 

被
災

者
生

活
再

建
支

援
制

度
等

の
周

知
・
啓

発
 

被
災

者
生

活
再

建
支

援
制

度
等

の
支

援
制

度
の

周
知

及
び

災

害
事

務
担

当
者

へ
の

研
修

会
の

実
施

 
1

回
／

年
 

 
1

回
／

年
平

成
2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

保
健

福
祉

部
 

地
域

福
祉

課
 

1
4
0
 

被
災

者
の

生
活

支
援

を
行

う
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

体
制

整
備

 

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
関

係
機

関
と

の
連

携
を

図
る

た
め

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
リ

ー
ダ

ー
の

人
材

養
成

 
延

べ
2
2
5

人
 

 
 

延
べ

3
4
0

人
平

成
2
9

年
度

保
健

福
祉

部
 

地
域

福
祉

課
 

1
4
1
 

被
災

者
の

住
宅

復
興

支
援

の
推

進
 

災
害

時
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
の

供
与

及
び

被
災

住
宅

の
応

急
修

理
に

係
る

木
材

の
確

保
等

に
関

す
る

協
定

の
締

結
 

1
0
0
%
 

（
協

定
を

締
結

）
 

1
0
0
%
 

（
協

定
の

活
用

）
 

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

農
林

水
産

部
 

林
業

振
興

課
 

1
4
2
 

中
小

企
業

支
援

対
策

の
推

進
 

災
害

救
助

法
が

適
用

さ
れ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

県
単

融
資

制
度

「
中

小
企

業
災

害
復

旧
資

金
」
に

よ
り

必
要

と
さ

れ
る

資
金

を
融

資
す

る
。

 

1
0
0
%
 

（
融

資
制

度
設

置
済

）

1
0
0
%
 

（
融

資
制

度
の

活
用

）

平
成

2
9

年
度

 

（
継

続
し

て
実

施
）
 

商
工

労
働

観
光

部
 

経
営

支
援

課
 

   

1
30

1
30



第
２
章
 
体
系
ご
と
の
個
別
ア
ク
シ
ョ
ン
の
内
容

 

具
 
体
 
目
 
標
 

№
 

 
ア
ク
シ
ョ
ン
名

項
 
目
 

H
2
0
年
度
末
数
値

数
値
目
標
 

達
成
時
期
 

担
当
部
局
・
課
室
 

1
4
3
 

災
害

時
の

健
康

支
援

体
制

整
備

の
促

進
 

（
保

健
活

動
）
 

災
害

時
保

健
活

動
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
 

 
－

1
0
0
%
 

（
策

定
）
 

平
成

2
2

年
度

 
保

健
福

祉
部

 

保
健

衛
生

課
 

1
4
4
 

災
害

時
の

健
康

支
援

体
制

整
備

の
促

進
 

（
栄

養
管

理
）
 

災
害

時
栄

養
管

理
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時
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食
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生
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策
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ー
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レ

ッ
ト

の
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災
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時
の

家
庭
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お
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品
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生
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策
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係
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心
身

と
も

に
大

き
な

ダ
メ

ー
ジ

を
受
け
る
被
災
者
に
対
し
、
行
政
関
係
機
関
の
一
体
と
な
っ
た
支
援
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必

要
と

な
り

ま
す

。
そ
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た
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保
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ニ
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ア
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マ
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し
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た
建
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や
家
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道
具
等
の
大
量
の
が
れ
き
・
ご
み
等
の
廃
棄

物
が

発
生

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

、
市

町
村
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お

け
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震
災
廃

棄
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理
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画
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策

定
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棄
物
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仮
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場
所
の
確
保
を
支
援
し
ま
す
。
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